
 

オンラインカジノに係る賭博事犯の違法性についてさらなる周知啓発を求め 

る意見書 

 

 インターネットの急速な発達を背景に、近年、スマ―トフォンやパソコンなどを通じて

オンライン上でゲームを行い、その結果に対して現金等を賭ける、いわゆるオンラインカ

ジノが問題となっている。 

 オンラインカジノサイトの多くは海外で運営されていると言われており、海外で合法的

に運営されているサイトであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは、賭博罪等

が適用される犯罪である。令和５年中においては、オンラインカジノに係る賭博事犯で

107人が検挙され、このうち、賭客が自宅等でスマ―トフォン等を使用してオンラインカ

ジノサイトに接続する無店舗型の検挙人員数は32人であり、これらの人数は、いずれも令

和４年中の人数から大幅に増加している。 

政府においては、オンラインカジノに係る賭博事犯の違法性について周知を図るため、

警察庁と消費者庁が連携し、広報啓発用ポスターを作成、掲示しているほか、警察庁ウェ

ブサイト等で情報発信を行い、啓発に努めているところである。 

しかしながら、インターネット上では、依然として、オンラインカジノの違法性につい

て、海外で合法的に運営されていれば捕まることはないといった誤った情報発信が見受け

られ、実際に検挙された賭客の中には、違法性を認識することなく賭博行為を行った者も

いる。また、簡単に接続し、換金できる気軽さから、オンラインカジノと一般のオンライ

ンゲームでの課金との境界が曖昧になり、犯罪という自覚がないまま利用してしまうケー

スも少なくないとの指摘もある。そのため、オンラインカジノに係る賭博事犯の違法性に

ついて、より一層周知啓発を強化していくことが喫緊の課題となっている。 

 よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、犯罪の未然防止の観点から、オンライン

カジノに係る賭博事犯の違法性についてさらなる周知啓発を図るよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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